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Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
）
に
職
員
派
遣

　

当
院
で
は
、
過
去
の
大
規
模
災
害
時
等
で
も
、
県
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

な
ど
と
連
携
し
て
、
被
災
地
の
ニ
ー
ズ
や
希
望
に
対
応
し
精
神
科
医
師
ら
を
派
遣

し
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
九
州
の
地
震
災
害
に
対
し
て
も
、
チ
ー
ム
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
精

神
科
医
、
看
護
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
ら
を
派
遣
し
ま
し
た
。
余
震
が
続
く
困
難
な

状
況
に
あ
る
被
災
地
で
、

災
害
時
情
報
支
援
シ
ス
テ

ム
で
他
と
の
連
携
と
情
報

共
有
を
図
り
な
が
ら
、
災

害
ス
ト
レ
ス
軽
減
活
動
や

必
要
な
医
療
行
為
な
ど
の

任
務
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。

　

派
遣
に
応
じ
た
職
員
本

人
の
み
な
ら
ず
、
理
解
と

協
力
を
受
け
入
れ
て
く
れ

た
家
族
や
職
員
、
関
係
者

全
て
に
感
謝
し
、
報
告
い

た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

　

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
と
い
う
こ
と
ば
は
、
元
来
は
地
域
社
会
へ
の
奉
仕
活

動
の
た
め
の
訪
問
を
意
味
し
ま
す
。

　

最
近
の
精
神
医
療
の
分
野
で
は
、
入
院
と
外
来
通
院
に
よ
る
医
療
の

他
に
、
地
域
に
向
け
た
支
援
（
退
院
支
援
）
と
入
院
を
防
ぎ
地
域
で
の

安
定
し
た
生
活
の
支
援
（
地
域
定
着
支
援
）
を
併
せ
行
う
形
の
サ
ー
ビ

ス
で
あ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
活
動
）
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
国

の
施
策
と
し
て
も
、
退
院
や
地
域
定
着
支
援
に
向
け
た
事
業
を
よ
り
積

極
的
に
推
進
さ
せ
る
方
針
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
活
動
が
よ
り
積
極
的
に
有
効
に
運
用
さ
れ
る
た

め
に
は
、
従
来
の
狭
義
の
精
神
科
治
療
と
い
う
枠
よ
り
も
広
い
精
神
医

療
・
保
健
・
福
祉
が
一
体
と
な
っ
た
包
括
的
チ
ー
ム
医
療
に
加
え
、
利

用
者
で
あ
る
患
者
や
家
族
ら
の
よ
り
積
極
的
な
参
加
姿
勢
が
必
要
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
社
会
の
理
解
や
誤
解
・
偏
見
・
差
別
の
解

消
と
い
う
大
き
な
課
題
も
あ
り
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
が
精
神
科
病
院
な
ど

に
よ
る
利
用
者
の
囲
い
込
み
で
は
な
く
、
本
来
の
目
的
に
応
じ
た
包
括

的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
て
い
ね
い
な
支
援
を
専
門
職
が
チ
ー
ム
を
組
ん

で
必
要
に
応
じ
て
実
施
し
、
未
治
療
者
や
治
療
中
断
者
（
治
療
契
約
等

が
交
わ
さ
れ
て
い
な
い
者
）
を
含
め
た
利
用
者
が
円
滑
に
活
用
で
き
る

シ
ス
テ
ム
構
築
に
結
び
つ
く
も
の
と
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
ま

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
色
々
な
形
で
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
活
動
）

が
模
索
、
展
開
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
、
将
来
の
あ
る
べ
き
退
院
支
援
や

地
域
生
活
支
援
の
実
現
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
堀
内
雅
之
）

精神科認定看護師による「児童青年期のこころの相談体制」
－外来における相談機能の充実を目指して－

精神科認定看護師　扇野　邦子　　　　　　

　昨今、不登校児童数の増加や精神科疾患の多様化に伴い、当院においても児童青年期の患者さんやご家族
が多く受診されています。
　児童青年期の外来受診に際して患者さんやご家族の不安は大きく、外来で気軽に相談できる場を求められ

　訪問看護についてご紹介いたします。
　現在、精神科医療は長期入院治療から、短期入院、外来通院へと移行しつつあります。
　退院された方は、様々な生活支援サービスを利用しながら自宅や施設などで生活することができます。
　訪問看護もサービスの中の１つです。療養生活の中では、生活環境や対人関係など身の回りのふとし
たことをきっかけに病状に変化が現れることがあります。
　退院後、患者様やご家族は様々な場面に遭遇しながら、症状と向き合い、工夫して生活を続けています。
そうした時、１つ１つの取り組みに対して、ゆっくりと時間をかけて対応することが大切です。
　私たち訪問看護師は、利用者やご家族と一緒に話し合いながら、本人が病状の変化を受け入れ、自分が
望む生活により近づけるように支援をしてまいります。また、利用者だけでなく、ご家族の相談も受け
ております。
　訪問看護を利用されている方の中には、ご家族が本人の変化に気づいて看護師に相談していただいたり、
長い間悩んでいたことを自分でいつの間にか解決して看護
師に伝えてくれたりすることがよくあります。そんな時、私
たちは訪問させていただいて、とてもうれしく思います。
　今年３月、訪問看護車が新しくなり、狭い道路や冬道も
安心して訪問できるようになりました。片道４５分、当院か
ら20km以内を目安として、東は浅虫方面、西は浪岡・奥
内方面まで訪問看護を実施しております。
　詳しい内容を知りたい方は、外来または病棟の看護師にお問
い合わせください。また、訪問看護に関するパンフレットを
外来待合室、病棟に準備しておりますのでご利用ください。
　スタッフ一同、お待ちしております。

ており、平成２８年４月から精神科認定看護師による外来での相談体制の試行
を開始しました。患者さんやご家族の相談を受け不安を解消し元気を回復する
ことで、自宅や地域で安心して暮らせるよう支援することを目的としています。
　相談内容としては、①生きづらさや日常生活上での困りごとについての相談
②ご家族の患者さんへの対応の仕方についての悩み　③リカバリーについて
一緒に考える　④その他の困りごと全般について対応しています。対象者は、
児童青年期（原則１８歳まで）の再来患者さん・及びご家族で、毎週火・木曜
日の午後３０分程度相談に応じております。実際には、１９歳以上の患者さん
や、そのご家族の方にも対応しています。
　ぜひ、遠慮なくお話ください。お待ちしています☆

「始めてみませんか、訪問看護！」「始めてみませんか、訪問看護！」

精
神
科
の
こ
と
ば
㉓

1606-0543-すぎな160号.indd   2 2016/07/19   13:02:51


